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１．目的・概要  

本村西河に位置する旧林業資料館跡地（以下「事業用地」という。）の有効活用策として、

周辺の店舗と一体的・複合的な機能をもった、小売店舗施設等の運営を希望する者について、

公募型プロポーザル方式により広く民間事業者からの提案を求め、最も優れた提案をした

事業者に対し事業用地を有償貸付することにより、地域住民の生活利便施設を確保するこ

とを目的に実施します。 

この要領は借受予定者の選定について、応募者が留意すべき事項を定めたものであり、応

募者は次の事項を了承の上、申し込まれますようお願いします。  

 

２．貸付物件  

土地の所在地 地目 地積 

川上村西河４８６番地 宅地 １，１０３㎡ 

 

 

３．貸付料  

土地貸付料（月額） ５３，０００円  

※土地貸付料は、土地評価額に基づく算出を基本とし、土地の使用に係る保障及び地域活

性化に取り組む行為を考慮して算出しています。但し、活用内容が公益性が高いことや

雇用の促進、地域活性化に結びつくなど、村への貢献度により、賃料の減額も可能とし

ます。 

 

４．貸付期間  

貸付開始日（令和３年度中）から１０年間とする。 ただし、契約期間の満了に際し、双

方で協議の上、期間を更新することもできます。  

※令和３年度中の貸付開始を予定しています。  
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５．応募資格要件  

本件公募貸付に応募できる方は、次のすべての要件を満たす者とします。また、 共同

事業体での応募の場合、構成員全員が応募資格要件を満たしていることが必要です。  

 

（１） 提案した事業の実施に必要な免許、知識、経験、資力、信用及び技術能力を有し、

自ら適切に実施できること。  

（２） 次の①から⑤までのいずれにも該当しないこと。 

 ①  地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規程に該当する者 

 ②  会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続き開始の申立て、民事  

再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者  

③  租税公課（川上村税・国税等）について滞納している者  

④  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）

に基づく処分の対象となっている団体の構成員であると認められる者が経営者、構

成員あるいは経営に実質的に関与している者  

⑤  法人及びその役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 

年法律第 77 号）に規定する暴力団または暴力団員、その利益となる活動を行って

いる者  

 

６．共同事業体  

複数の事業者が共同（以下「共同事業体」という。）で応募する場合は、共同事業体

での応募となりますので、下記事項に留意願います。  

（１）共同事業体で応募する場合は代表者を定め、提案した事業計画に基づく事業の実施

に連帯して責任を負う。  

（２）各構成員が開設を希望する業種などを記載した共同事業体構成員調書（参考様式）

の提出が必要です。その他の提出書類についても構成員全員分が必要です。  

（３）各構成員は、代表者に対して本件貸付に関する一切の権限を委任する旨の委任状を

提出していただき、村との契約及び協議等は代表者を通じて行うものとします。  

（４）共同事業体で応募する場合の構成員は、事業提案書における店舗等を運営するもの

に限ります。 
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７．応募の制限  

土地賃貸借契約締結までの間において、下記事由に該当することが判明した場合に

は、該当応募者は提案資格を喪失又は、契約予定を解除するものとします。  

（１）前記５の応募資格要件を失った場合  

（２）提出書類の不備又は虚偽の記載をしたことが認められた場合  

（３）当該貸付に対し、第三者等を利用して自己に有利な圧力をかけるために村関係者と

接触しようとする行為が認められた場合  

（４）他応募者の提案妨害など、手続の遂行に支障をきたす行為があった場合  

（５）本事業を遂行するにあたって支障があると認められた場合  

（６）その他法令違反など村との信頼関係を破壊した場合  

 

８．プロポーザル参加意向申出書の提出  

（１）受付日時 令和３年１１月２６日（金）１７時まで  

（２）受付場所 川上村総務税務課  

（３）申込方法 提出書類を持参又は郵送してください。 

（郵送の場合、当日消印まで有効）  

（４）提出書類  

①プロポーザル参加意向申出書（様式第１号）  

②誓約書（様式第２号）  

③会社概要（任意様式・既成のパンフレットも可）  

④添付書類  

・法人登記履歴事項全部証明書（発行後３か月以内の原本）  

・印鑑証明書（原本）  

・直近年度の決算書（貸借対照表、損益計算書）  

・法人税、消費税、村税（川上村課税対象者のみ）の未納のないことを証明する

各納税証明書  

・委任状（共同事業体で応募の場合、構成員を代表して応募する者に対する構成

員の委任状）（参考様式） 

（５）プロポーザル参加意向申出書を提出した者の参加資格を審査します。審査結果  

についてはプロポーザル参加資格確認結果通知書にて通知します。  
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９．事業提案書の提出について  

プロポーザル参加資格確認結果通知書により提案者の資格を満たすとされた者に 

対し、事業提案書の提出依頼を行います。  

（１）提出日時 令和３年１２月１０日（金）まで  

（２）提出場所 川上村総務税務課  

（３）提出方法 提出書類を持参又は郵送してください。（郵送の場合、当日消印まで有効）  

（４）提出書類  

①事業提案書表紙（様式第５号）  

②事業提案書（任意様式）（10（1）審査項目に基づき作成してください。） 

 ・基本理念及び方針  

・地域住民の利便性（建物及び駐車場予定配置図、取扱品目及び営業時間等） 

・周辺環境への配慮（工事期間中、営業開始後等）  

・運営体制  

・村民の雇用等  

・周辺施設との連携及び活用 

・工事及び開設までのスケジュール  

③借受希望額調書（参考様式）  

希望価格の記載にあたっては月額の借受料とし、必要事項を記入・押印し、  

封筒に応募者名の記載及び代表者印を押印し、必ず封印のうえ提出のこと。  

（５）その他注意事項  

①応募・提案に要する費用は全て応募者の負担とします。 

②提出された書類の訂正・変更は認めません。  

③提出された書類は一切返却いたしません。  

④提出された書類の著作権は応募者に帰属します。ただし、本村が必要と認めるとき

は、提出された書類の全部又は一部を無償で使用できる権利を本村が有するもの

とします。  

⑤応募者自らの責任において、関係法令等を十分調査し、事業実施にあたり、関係法

令等に違反しない実現可能な計画としてください。  

⑥本要領に記載された事項について、十分に熟知してください。  
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10．審査について  

応募者から提出された事業提案書等により川上村プロポーザル審査委員会が審査及び

評価を行い、最も適した提案をした者を借受予定者として特定します。ただし、審査の結

果「借受予定者なし」とする場合もあります。  

なお、審査委員会は、応募者の企業秘密及び知的財産等を保護する観点から議事内容も

含め非公開とします。  

 

（１）審査項目  

①基本事項（事業実施に関する基本理念や方針）  

②地域住民の利便性（建物及び駐車場配置、取扱品目及び営業時間等）  

③周辺環境への配慮（隣接道路への交通安全対策、夜間の騒音対策、工事期間中の配

慮）  

④運営体制（事業の実施体制等）  

⑤村民の雇用等（市民の雇用拡大への貢献等）  

⑥周辺施設との連携及び活用スキーム 

⑦工事及び開設までのスケジュール  

⑧借受希望額（最低貸付料以上の提案であること）  

（２）審査方法  

審査委員会において、各応募者からのプレゼンテーション及びヒアリングを行いま

す。開催場所及び日時については対象者にのみ別途通知します。  

プレゼンテーションについては事業提案書の内容を基本に１５分以内で提案いただ

き、ヒアリングについては審査委員との質疑応答により１５分間、計３０分で行います。

当日の追加資料の配布は認めません。  

事業提案内容について評価表を基に審査員が採点し、最も高い評価を得た者、かつ事

業用地の貸付にふさわしい提案内容の者を借受予定者として特定します。なお、評価の

合計点の最も高い者が２者以上ある時は、事業用地の借受希望額のより高い者に優先

順位を付して借受予定者として特定します。なお、借受希望額の比較においても同額提

案の場合は応募者によるくじ引きを行い、借受予定者の優先交渉順位を決定します。 
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（３）審査結果  

特定結果はプレゼンテーション参加者全員に通知します。なお、特定に関する評価及

び審査内容については公表しません。  

借受予定者と特定された者と契約について協議を行い、土地賃貸借契約を締結しま

す。  

借受予定者に特定されたものが契約の締結を辞退した場合、当該借受予定者の次の

優先交渉順位の者を借受予定者とし、契約交渉を行うものとします。  

 

11．契約について  

借受予定者に特定された者と土地賃貸借契約を締結します。  

貸付期間の開始は令和３年度中を予定しています。  

契約には、２名の連帯保証人が必要です。ただし、貸付料の月額１２ヶ月に相当する額

を契約保証金として納入した場合はこれを免除します。  

川上村公有財産管理規則および契約条項に違反したときは契約を解除する場合があり

ます。 

 

 12．貸付にあたり付する主な特約  

（１）用途指定及び期間  

地方自治法 238 条の 5（普通財産の管理及び処分）に基づき、事業用地の用途を指定

します。これに違反した場合は、同法同条に基づく契約解除権を行使することとします。  

①指定用途…地域住民の生活利便向上に資する施設等用地  

②利便向上に資する施設等の具体的な内容  

ア・日用雑貨等の販売  

イ・コンビニエンスストア  

ウ・その他生活利便向上に資する店舗  

③貸付期間… １０年間  

④事業提案書において提案する店舗等建物は、原則として令和３年度中に建設に着

手しなければなりません。 

（２）禁止用途  

本件土地を次の用途に供してはなりません。  



7 

 

①暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 

条第 2 号に規程する暴力団その他の反社会的団体及びその構成員の活動 のため

に利用するなど公序良俗に反する用途  

②戸建住宅、工場、倉庫業倉庫、馬券・車券販売所、自動車修理工場、葬儀場、畜舎、

火薬・石油類・ガスなどの危険物の貯蔵処理を行う施設など、地域住民の利便向上

に資すると認められない用途  

③廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和３４年法律第２６号第１条）に規程する

廃棄物を処理するための用途  

④風俗営業法の対象に該当する営業  

 

（３）周辺環境への配慮等 

本件土地の利用及び管理に関し、地域住民との関係及び周辺環境を著しく害する

ような事態を生じさせ、村からその改善の申入れを受けたときには、これに誠実に対

応し、再発防止に必要な対策をとらなければなりません。  

（４）実地調査等  

契約の履行について確認するために、村が必要であると認めるときは、実地調査等

に協力しなければならない。  

（５）違約金及び損害賠償  

借受予定者に特定された後、令和３年度中に契約の締結をしない場合または契約

締結後に契約を解除した場合には、応募者が提案した土地貸付料（月額）の ３ケ月

分を違約金として川上村に支払わなければならない。また、契約違反により川上村に

損害が発生した場合、違約金と別に損害賠償金を川上村に支払わなければならない。  

 

13．結果の公表について  

審査委員会における特定結果について、事業者名、優先交渉順位を村ホームページ上で

公表します。 

応募者はこのことを了承した上で応募されていると見なします。  
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14．その他の注意事項  

（１）貸付にあたっては、今後、川上村が実施する各種工事において、相互協力の同意をし

たものとします。  

（２）本件事業用地の地質等各種調査結果については本村総務税務課に確認をしてくださ

い。  

（３）各種供給処理施設（電気・上水道等）の利用にあたっては、各供給機関と十分に事前

協議をしてください。なお、利用にあたって必要な工事等については、借受人の負担に

おいて行ってください。  

（４）建築物を建築するにあたっては、建築基準法等の各種関係法令を遵守してください。  

 

（５）本件土地において工事等を行うにあたっては、近隣住民に対し、丁寧な対応を心がけ、

工事着手前に工事説明を必ず行ってください。また、工事等に伴う騒音、振動埃等及び

建築物を建設したことに起因する電波障害、風害、日陰等の周辺への影響については、

借受人の責任において対応してください。  

（６）契約にかかる一切の費用は、借受人の負担とします。  

 

15．質疑応答  

本件貸付に関する質問については、下記のとおりとします。  

（１）受付期間：令和３年１１月１７日（水）まで  

（２）照会方法：質問者名（法人名等）・所在地・連絡先・担当者名を明記し、E メー ル又

は FAX にて照会してください。なお、上記記載のないものには 回答い

たしません。 

Email：soumu＠vill.nara-kawakami.lg.jp  

FAX：０７４６－５２－０１１１  

（３）回答方法：令和３年１１月２５日（木）までに照会いただいた方法にて回答を返信し

ます。  
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１６．村有地（旧林業資料館跡地）貸付に係る公募型プロポーザル実施スケジュール  

 

項 目 年 月 日 備 考 

募集要領の公表・配付 令和３年１１月１日  

質疑受付 令和３年１１月１７日（水）まで  

質疑回答 令和３年１１月２５日（木）まで  

参加意向申出期間 令和３年１１月２６日（金）まで  

資格審査結果通知 令和３年１１月３０日（火）予定  

提案書提出依頼 令和３年１２月 １日（水）予定 有資格者のみ 

提案書提出期限 令和３年１２月１０日（金）  

審査委員会開催 

プレゼンテーション及びヒアリ

ング実施 

令和３年１２月１５日（水）  

審査結果通知 令和３年１２月１７日（金）予定 借受予定者特定 

賃貸借契約締結 期限 令和３年度中  

 

 

 

 

 


